
災害発生時における相互協力

～ 想定される取り組み事例 ～

陸上自衛隊北部方面隊と東日本高速道路株式会社との連携に関する実施協定について

想定さ 取 組 事例
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１.協定概要

○ 協定の名称

「陸上自衛隊北部方面隊と東日本高速道路株式会社との連携に関する実施協定」

○ 協定締結者

（１）陸上自衛隊北部方面隊北部方面総監 千 葉 德次郎（１）陸上自衛隊北部方面隊北部方面総監 千 葉 德次郎
（２）東日本高速道路株式会社代表取締役会長兼社長 佐 藤 龍 雄

○ 目的○ 目的

災害発生時における相互協力について円滑な連携を図ることを目的とする

○ 協定内容の概要

（１）被害情報の共有
（２）高速道路施設、敷地、資機材、物資等の提供（ＮＥＸCO東日本→北部方面隊）
（３）救援活動に必要となる高速道路、施設の緊急復旧（北部方面隊→ＮＥＸCO東日本）
（４）定期的な会議及び訓練
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２.協定範囲

協定 対象範囲

NEXCO東日本事業エリア内におけ
る北部方面隊の部隊行動地域

○ 協定の対象範囲 （凡 例）

高速自動車国道
供用中（NEXCO）

事業中（NEXCO）

計画路線

る北部方面隊の部隊行動地域

※ただし、北部方面隊の部隊が北部方面隊の部隊行動地域
以外に災害派遣部隊として移動する場合、又は北部方面隊以
外の自衛隊の部隊が災害派遣のため、北部方面隊の増援又

北部方面隊行動地域 約８．４万㎢

は支援として北部方面隊の部隊行動地域を移動する場合も適
用される

◇北部方面隊の部隊行動地域
・北海道

※北海道はスペースの関係上
縮小して表示しております。

北海道

◇ＮＥＸＣＯ東日本の対象支社
・北海道支社

Ｎ東日本管理

管理延長 ６８７ｋｍ
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３.協定内容の概要

○被害情報の提供

東日本
高速道路㈱
東日本

高速道路㈱
陸上自衛隊
北部方面隊
陸上自衛隊
北部方面隊

○その他被災地の救援活動に必要と認められる事項
○定期的な会議及び訓練

○救援活動に必要となる道路、施設の緊急復旧

○救援活動に必要となる施設、敷地、資機材、物資等
の提供

○緊急開口部を活用した緊急車両の通行など○緊急開口部を活用した緊急車両の通行など

災害発生時 おける 滑な相互連携協力災害発生時における円滑な相互連携協力

被災地域の救援
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４.被害情報の共有

災害発生時に十分な情報を共有しうる連絡態勢を確立し、
相互に協力し被害情報の共有化 NEXCO東日本からの情報

陸 上 自 衛 隊 か ら の 情 報

○ 災害時の連絡態勢の確立と被害情報の共有

陸上自衛隊北部方面隊
東日本高速道路㈱

陸上自衛隊北部方面隊

北部方面総監部

連絡
本社

北部方面総監部

第２師団
第５旅団
第７師団 連絡

報告
連絡

第７師団
第１１旅団

連絡

北海道支社
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５.ＮＥＸＣＯ東日本による陸上自衛隊北部方面隊への協力

Ｃ 東 本 管 保有施 提供 ど陸上自衛隊 後方支援
・救援活動に必要となるＮＥＸＣＯ東日本が管理・保有する施設、敷地、資機材、物資等の提供

・緊急開口部を活用した緊急通行車両の通行など

○ＮＥＸＣＯ東日本の管理・保有施設の提供など陸上自衛隊の後方支援

【高速道路施設の活用イメージ】

東日本大震災東日本大震災
四倉ＰＡ（常磐道）四倉ＰＡ（常磐道）

災害派遣部隊の進出拠点として活用 災害派遣部隊指揮所展開

（関越道）（関越道）

ヘリポートヘリポートヘリポ トヘリポ ト

由仁由仁PPＡ（道東道）Ａ（道東道） 金山金山PAPA（道央道）（道央道）

緊急開口部の活用場外離発着場（ヘリポート）の活用
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６.陸上自衛隊北部方面隊によるＮＥＸＣＯ東日本への協力

陸上自衛隊に 救援活動

救援活動に必要となる、道路、施設の緊急復旧

○陸上自衛隊による救援活動

【陸上自衛隊による緊急復旧イメージ】

被災地

陸上自衛隊
師 旅団駐屯地など師・旅団駐屯地など

災害派遣（救援）部隊を一刻も早く被災地へ送り込む

ＮＥＸＣＯ東日本

事務所 被災地域の救援
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７.定期的な会議及び訓練

災害発生時に備え、平常時から災害対応の課題を共有し、相互の役割などを継続的に双方で
確認し、適宜災害時の協力連携内容の見直しを行う

○ 災害時に備え、平常時から『顔の見える関係』構築

【陸上自衛隊との連携訓練イメージ】

関係機関と連携した図上訓練 関係機関と連携した実動訓練関係機関と連携した図上訓練 関係機関と連携した実動訓練

高速道路施設を活用した実動訓練
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